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○三芳町子どもまちづくり事業補助金交付要綱 

令和７年５月30日 

告示第228号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、三芳町子どもの権利に関する条例（令和６年条例第22号。

以下「条例」という。）第１条に規定する目的を達成するため、将来を担う

子どもが主体となって取り組む自主的かつ自発的なまちづくり活動を推進す

るにあたり、三芳町子どもまちづくり事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、三芳町補助金の交付に関する規則（昭和52年規則

第９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「子ども」とは、条例第２条第１項に規定する者を

いう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。 

(1) 町内に在住、在学又は在勤している子どもが３人以上いること。 

(2) 代表者となる子どもは、町内に在住する者であること。 

(3) 団体の責任者及び監査として、18歳以上の大人が２人いること。 

(4) 活動の目的が明らかであり、当該補助に係る事業を自主的に行えるもの

であること。 

(5) 町内を活動の拠点とすること。 

(6) 複数の世帯で構成される団体であること。 

(7) 同一の事業について、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこ

と。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

補助対象者が主体となって実施する事業であって、次の各号のいずれかに該
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当するものとする。 

(1) 町内の魅力の発掘や向上に取り組む事業 

(2) 町の課題解決につながる事業 

(3) その他町長が認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対

象事業としないものとする。 

(1) 営利を目的とする活動 

(2) 宗教的又は政治的な活動 

(3) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業 

(4) 国、県、町等が交付するほかの補助金等の交付対象となっている事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象者が行う補助対象事業に要する経費とする。 

（補助の額） 

第６条 補助金額は、補助対象経費の額を限度として予算の範囲内において、

町長が認める額とする。 

（交付申請） 

第７条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、三芳町子ども

まちづく事業補助金審査申込書（様式第１号）に、必要書類を添えて、町長

に申請しなければならない。 

（担当課の指定等） 

第８条 町長は、前条の申込書の提出を受けたときは、補助対象者の活動内容

について、関係する所管（以下「担当課」という。）を指定し、担当課の意

見書（様式第２号）を提出させるとともに、必要な支援を行う。 

（申請の審査） 

第９条 町長は、第７条の申請書を受けたときは、三芳町子どもまちづくり事

業補助金審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置し、申請内容等
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を審査するものとする。 

２ 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は三芳町こども政策推進本部長をもって充てる。 

４ 委員は、大人審査委員と子ども審査委員をもって充てる。 

５ 大人審査委員は、まちづくりに識見を有する者で５人以内とし、次に掲げ

る職等にある者をもって充てる。 

(1) 政策推進室長 

(2) 財政デジタル推進課長 

(3) 教育センター所長 

(4) その他委員長が必要と認めた者 

６ 子ども審査委員は、三芳町子どもによるまちづくりのための会議実施要綱

（令和７年告示第227号）第３条に規定する者をもって充てる。 

７ 審査委員会は、審査結果を町長に報告（様式第３号）するものとする。 

（補助金の交付決定及び申請団体への通知） 

第10条 町長は、前項の規定により報告された審査結果を尊重するとともに、

適当と認めたときは補助金額を決定し、子どもまちづくり補助金交付決定通

知書（様式第４号）により当該申請補助対象者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により報告された審査結果を尊重するとともに、適当

でないと認めたときは、子どもまちづくり補助金交付不採択決定通知書（様

式第５号）により申請補助対象者に通知するものとする。 

（交付申請の取下げ） 

第11条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、そ

の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとす

るときは、当該交付決定通知を受けた日から２週間以内に、その旨を子ども

まちづくり事業補助金交付申請取下届出書（様式第６号）により町長に届け

るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金



4/14 

の決定通知はなかったものとみなす。 

（内容の変更） 

第12条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」と

いう。）について、次に掲げる変更が生じたときは、あらかじめ補助事業変

更等申請書（様式第７号）により、町長に申請し、その承認を受けなければ

ならない。 

(1) 交付決定額の20パーセント以上の減額を伴う変更 

(2) 補助事業の内容の重大な変更 

２ 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等

の可否を決定し、補助事業変更等承認（否認）通知書（様式第８号）により

当該申請をした補助対象者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第13条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、実績報告書（様式第９号）

に、次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。 

(1) 事業の実施状況がわかる写真、資料等 

(2) 決算書及び領収書等の写し 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。 
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第８条関係） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第10条関係） 

様式第５号（第10条関係） 

様式第６号（第11条関係） 

様式第７号（第12条関係） 

様式第８号（第12条関係） 

様式第９号（第13条関係） 

 


